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こころの電話相談「すばる」
のご利用を

　こころの電話相談「すばる」では、

皆さんからのさまざまな悩みを聞いて

います。心の中の不安や不満を、一人

で悩まないで話してみませんか。

　あなたの気持ちに寄り添ってお話し

を伺います。秘密は厳守しますので、

安心してご相談ください。

◆こころの電話相談〔(２５)８２６４〕

とき　毎週水曜日、午前１０時～午後３

時３０分　※祝日、年末年始は休み。

相　談
引きこもり相談窓口

　１５歳（中学校卒業後）からおおむね

３９歳までの人で引きこもりなどに悩ん

でいる人とその保護者を対象にした、

カウンセラーによる相談を実施しま

す。

とき　①１２月１５日、②２９年１月２６日

、いずれも午後１時～２時３０分、午

後２時３０分～４時　

ところ　青少年センター　

定員　各１人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　①は１２月６日～８日、

②は２９年１月６日～１９日までに、

生涯学習課〔(２４)１４５１〕へ

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください

ガイドヘルパー養成研修　　
受講生募集

　全身性障がいのある人の外出支援に

必要な知識と技能を習得する同研修を

開催します。

とき　２９年１月１４日、２１日、２８日

、２月５日（全４回）

※実施時間など詳しくはお問い合わせ

ください。

ところ　すばるホール

定員　２０人（申し込み先着順）

受講料　２万２０００円（教材費含む）　

申し込み　１２月６日～、ＮＰＯ法人

サンキューネット〔０７２(３６５)２３５２〕へ

（月～土曜日、午前９時～午後６時）

こころの電話相談　〔(２５)８２６４〕 毎週水曜日　午前１０時～午後３時３０分（ただし、祝日、年末年始は休み）
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けあぱる非常勤登録　　　　
ホームヘルパー募集

勤務形態　直接自宅から対象者宅を訪

問しケアする直行直帰制　※勤務時間

など詳しくはお問い合わせください。

対象者　介護職員初任者研修以上修了

者（同等以上可）、もしくはガイドヘル

パー資格取得者

申し込み　月～土曜日（祝日、年末年

始を除く）午前９時～午後５時にけあ

ぱる〔(２８)８６３３〕へ

富田林税務署アルバイト募集

職務内容　事務補助、パソコン入力など

対象者　パソコンの操作ができる人

勤務地　富田林税務署、すばるホール

雇用期間　２９年１月～３月（勤務日・

時間などについては面接時に相談）　

時給　８９０円

※詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ　富田林税務署総務課

〔(２４)３２８１（内線５５２）〕

スクールソーシャルワーカー 
(ＳＳＷ)の登録を受け付けます

対象者　２９年４月１日時点で、社会

福祉士または精神保健福祉士の資格を

所持あるいはＳＳＷとしての活動実績

がある人で、教育や福祉分野で活動実

績があり、ＳＳＷの活動に興味のある

人

登録有効期間　２９年４月１日～３０年

３月３１日までの１年間

申し込み　１２月１日～１６日（土・

日曜日を除く午前９時～午後５時）ま

でに、教育指導室（内線３６５）で配布す

る申込書に必要事項を記入し、同室へ

※同室で配布する事前レポートを、申

し込みから７日以内に提出してくださ

い。

※事前レポートと１２月２７日に実施す

る面接により選考します。

※申込書は市ウェブサイトの各課の

ページ「教育委員会教育指導室」から

ダウンロードもできます。

※詳しくはお問い合わせください。

募　集
 

年末年始の開閉栓業務の       
受け付け

年末＝１２月２８日、午後５時３０分まで

年始＝２９年１月

４日、午前９

時～

※インターネッ

ト（市ウェブサ

イトの水道事業

のページ）では

随時受け付けて

いますが、年末の作業は１２月２８日ま

で、年始は１月４日からになります。

問い合わせ　水道お客様センター

〔(２０)６４００〕

水道管の冬支度はお済みですか

　気温が氷点下になると、水が凍り水

道管が破裂することがあります。次の

ような場合は特に注意してください。

・水道管がむき出しになっている

・水道管が家の北側にある

・水道管に風が強く当たる

・低温注意報が発令されたとき

凍結を防止するには

　水道管や蛇口などを保温材・毛布な

どで包み、その上からビニールを巻き

保護しましょう。

水道管が凍ったときには

　タオルなどを巻きつけ、その上から

ゆっくりぬるま湯をかけて溶かしま

す。熱湯を直接かけないでください。

水道管が破裂したときには

　止水栓を閉め、水を止めて修繕を申

し込んでください。また、止水栓の位

置はあらかじめ確認しておきましょ

う。

※水道の修繕は、市管工事業協同組合

〔０１２０(０３２)４９７〕へ（月～金曜日の

午前９時～午後５時３０分）。その他の

時間帯および土・日曜日、祝日、年末

年始は市役所宿直室〔(２５)１０００〕へ

ご連絡ください。

問い合わせ　水道工務課（内線２５７、

２９５）

上下水道
 

南河内地区親学習リーダー　
養成講座

　府では、「教育コミュニティづくり推

進事業」の一環として、親学習の場づ

くりを推進しています。

　そこで、各市町村での親学習の機会

を提供し、促進する地域人材の充実を

図るために、同講座を開催します。

とき・ところ　①２９年１月３０日、②

２月６日＝羽曳野市役所（羽曳野市

誉田四丁目１の１）、③２月１３日、④

２０日＝青少年センター（全４回）　

※①③は午後１時３０分～４時、②④は

午後１時３０分～４時３０分に実施。

定員　４０人　受講料　無料

申し込み　１２月１日～２０日までに

生涯学習課〔(２４)１４５１〕へ（申し込

み多数の場合は抽選）

精神障がい者家族教室

とき　１２月１５日、午後２時～４時

ところ　富田林保健所

内容　精神科認定看護師と訪問看護師

による講義「訪問看護について～病棟

看護から在宅看護へ～」、家族会の紹

介

定員　２０人（申し込み先着順）　

参加費　無料

申し込み　１２月６日～９日までに

富田林保健所地域保健課〔(２３)２６８４〕

へ

若さ・健康・体力アップ教室

とき　２９年１月１３日～２月２４日の毎週

金曜日、午前９時４５分～１１時４５分（全

７回）

ところ　けあぱる

内容　体力チェック、若さと健康を保

つための運動や食事のポイント、口の

ケアについてなど

対象者　市内在住で６５歳以上の人　

定員　３０人　参加費　無料

申し込み　２９年１月４日までにウエ

ルネスけあぱるへ（電話申し込み可）

※申し込み多数の場合抽選。ただし、

初めて参加される人を優先します。

講　座
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介護保険料の納め忘れは　　

ありませんか

　介護保険料は、利用者への介護給付

に欠かすことのできない大切な財源で

す。

　介護保険制度は、社会全体で支え合

う制度です。

　保険料を納めないでいると滞納期間

に応じて保険給付が制限される場合が

あります。

　介護が必要になったとき、安心して

サービスを利用できるよう保険料は必

ず期限内に納めましょう。

　なお、普通徴収対象者の保険料は市

から送付する納付書により取扱金融機

関、コンビニエンスストア、ＭＭＫ設

置店または市役所で納めていただき、

特別徴収対象者の保険料は年金からの

天引きにより納めていただきます。

■便利な口座振替をご利用ください

　普通徴収対象者の保険料のお支払い

は、納期限ごとに自動的に指定の預

（貯）金口座から振替納付される口座

振替が便利で安心です。

　普通徴収対象者で口座振替を希望さ

れる人は、預（貯）金通帳と通帳の印

鑑、納入通知書を持参し、次の取扱金

融機関または高齢介護課で手続きをし

てください。

　また、○印の金融機関については引

き落としを希望する口座のキャッシュ

カードを高齢介護課に持参いただくだ

けで、暗証番号入力により口座振替の

申し込みをしていただけます（ペイ

ジー口座振替受付サービス）。

■口座振替取扱金融機関

○りそな銀行/○三菱東京ＵＦＪ銀行/

○三井住友銀行/○近畿大阪銀行/○池

田泉州銀行/○関西アーバン銀行/みず

ほ銀行/南都銀行/大正銀行/紀陽銀行/

大阪シティ信用金庫/○成協信用組合/

大同信用組合/近畿労働金庫/大阪南農

業協同組合/○ゆうちょ銀行

問い合わせ　高齢介護課（内線１７５、

１７６）

介護保険
 

12月は市税滞納整理強化月間

　今月は納税催告、滞納処分を集中し

て実施します。税金を滞納すると延滞

金が加算され、滞納処分（預貯金、給

与、不動産、自動車などの差し押さえ）

を受けることになります。

　もし納め忘れや滞納市税がある場合

は、早急に納付してください。

問い合わせ　納税課（内線１２１～１２４）

12月は税収確保重点月間

　府では、１２月を税収確保重点月間と

定め、納期内に納税された人との税の

公平性を確保するため、滞納者に対し

て徹底した催告や財産の差し押さえな

どを実施します。

問い合わせ　南河内府税事務所〔(２５)

１１３１〕

平成30年度から個人住民税の    
特別徴収を徹底します

　府と府内全市町村は、３０年度から原

則として全ての事業主の皆さんを特別

徴収義務者に指定し、個人住民税の特

別徴収を徹底します。

　特別徴収とは、事業主（給与支払者）

が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月

従業員に支払う給与から個人住民税を

差し引き、従業員（納税義務者）に代

わって、市町村に納入する制度です。

　事業主は、地方税法の規定により、全

ての従業員について、個人住民税を特別

徴収していただく義務があります。事

業主にとっては、所得税のように税額

の計算や年末調整をしていただく手間

がありません。従業員にとっても、金

融機関などで納付する手間が省け、納

め忘れがなくなります。個人住民税の

特別徴収へのご理解とご協力をお願い

します。なお、府と府内全市町村では

「オール大阪共同アピール」を採択し、

この取り組みの周知を実施しています。

※詳しくは府ホームページ〔http://

www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/〕を

ご覧ください。

問い合わせ　課税課（内線１１１、１１２）

税
市税未納の人を対象に           
年末日曜納付相談会を実施

　仕事などの理由により、市役所に普

段来ることができない人は、この機会

にぜひご相談ください。なお、当日の

混雑を避けるため、２日前までに電話

で申し込んでください。　

とき　１２月１１日、１８日、午前９時

～正午、午後１時～５時　※当日の納

付は受け付けできません。

ところ　市役所地下９０２会議室

持ち物　納税通知書または催告書、本

人確認書類、印鑑

申し込み　納税課（内線１２１～１２４）へ

固定資産税（償却資産）の申告を

　固定資産税は土地や家屋に課税され

ますが、それ以外で事業や営業のため

に所有している償却資産（構築物、機

械や装置、車両や運搬具、工具、器具、

備品など）も課税の対象になり、その

所有者に課税されます。２９年１月１日

現在、市内に償却資産を所有している

法人や個人事業主は、２９年１月３１日

までに申告してください（休・廃業さ

れている場合も申告が必要です）。

　所有者には１２月中に申告書類を郵送

しますが、届かないときや事業の開始

により初めて申告される場合はご連絡

ください。　

※本市では、インターネットによる電

子申告サービス「ｅＬＴＡＸ（エルタッ

クス）」がご利用いただけます。詳しく

は、（一社）地方税電子化協議会〔０３

(５５００)７０１０・http://www.eltax.jp/〕へお

問い合わせください。

問い合わせ　課税課（内線１１４、１１５）

各施設の電話番号は３１ページをご覧ください
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国民年金保険料の納め忘れは
ありませんか

　毎月の国民年金保険料は、日本年金

機構から送付する納付書などで、翌月

の末日までに納めていただくことに

なっています。　

　保険料の納め忘れがあると、未納期

間に応じて将来受け取る老齢基礎年金

の受給額が少な

くなったり、受

けられなくなっ

たりすることが

あります。

　また、病気や

けが、死亡など

万一の場合に、障害基礎年金や遺族基

礎年金が受けられなくなることがあり

ます。

■便利な口座振替をご利用ください

　納め忘れを防ぐため、便利で確実な

口座振替をご利用ください。

　また、口座振替には、早割や２年・

１年・６カ月前納などのお得な方法が

あります。

　口座振替の申し込みは、預（貯）金

通帳と通帳の印鑑、年金手帳を持参し、

取扱金融機関または年金事務所で手続

きをしてください。

問い合わせ　天王寺年金事務所〔０６

(６７７２)７５３１〕

国民年金基金に加入しませんか

　国民年金基金とは、国民年金に年金

を上積みする公的な制度です。

　２０歳以上６０歳未満の国民年金の第１

号被保険者（自営業の人など）や、６０

歳以上６５歳未満の国民年金に任意加入

して保険料を納めている人が加入でき

ます。

　掛け金は、所得税や市・府民税の社

会保険料控除の対象になります。

　また、受け取る年金にも公的年金等

控除が適用されるなど、税制面で優遇

措置があります。

問い合わせ　府国民年金基金〔０１２０

(６５)４１９２〕

国民年金
  

災害見舞金などの申請を

　本市では、市内在住の人を対象に火

災や風水害など万一の災害の際に、被

災者またはその遺族に災害見舞金や死

亡弔慰金を支給しています。

　支給額は、次のとおりです。

　申請方法や支給要件など、詳しくは

お問い合わせください。

問い合わせ　地域福祉課（内線２８８）

献血にご協力を

とき　１２月１０日、午前１０時～午後４

時３０分

ところ　エコール・ロゼ

※献血を受けていただける条件など詳

しくはお問い合わせください。

問い合わせ　市献血推進協議会〔(２５)

８２００〕

 

納付済み国民健康保険料額の
お知らせ

　納付された国民健康保険料は、所得

税や市・府民税の社会保険料控除の対

象になります。

　２８年１月～１２月末までに市国民健康

保険料を納付された全ての世帯に、「納

付済額のお知らせ」を２９年１月中に送

付します。

　また、口座振替で納付された世帯に

は、２８年１月４日振替分（２７年度９期

分保険料）から１１月３０日振替分（２８年

度６期分保険料）まで１年間分の「口

座振替済通知書」も併せて送付します。

問い合わせ　保険年金課（内線１５２、１５６）

福　祉

国民健康保険

国民健康保険料の納め忘れは
ありませんか

　保険料に未納があると、督促手数料

などが加算されるだけでなく、差し押

えなどの対象となる場合もあります。

　お手元に納め忘れの納付書が無い

か、確認をお願いします。

　納め忘れなどによる納付の相談はお

早めに保険年金課までお願いします。

問い合わせ　保険年金課（内線１５２、

１５６）

整骨院・接骨院、はり・ 灸 ・
きゅう

あんま・マッサージのかかり
方

　整骨院・接骨院で柔道整復師による

施術を受けられた場合や、はり・灸・

あんま・マッサージを受けられた場合

の健康保険の対象は次のとおりです。

●整骨院・接骨院で柔道整復師による

施術を受けられた場合

骨折、脱臼、打撲、捻挫（肉離れを含む）

※骨折・脱臼については、緊急の場合

を除きあらかじめ医師の同意が必要で

す。

※日常生活による単なる疲れ、肩凝り

などに対する施術は保険の対象になら

ず全額自己負担となります。

●はり・灸・あんま・マッサージなど

を受けられた場合

《はり・灸》　神経痛、リウマチ、 頸  腕 
けい わん

症候群、五十肩、腰痛症、 頸  椎 捻挫後
けい つい

遺症、その他慢性的な 疼  痛 を主症とす
とう つう

る疾患

《あんま・マッサージ》　筋まひ、関節

拘縮などで医療上マッサージを必要と

する症例

※保険の適用には、あらかじめ医師の

発行した同意書または診断書が必要で

す。

※単なる疲労回復・慰安を目的とした

ものや、疾病予防のためのマッサージ

などは保険の対象とならず全額自己負

担となります。

問い合わせ　国民健康保険に加入して

いる人は保険年金課（内線１５５、１８８）、後

期高齢者医療保険に加入している人

は府後期高齢者医療広域連合給付
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